
平成２５年度 事務事業評価調書〔ソフト事業〕

No

5

3

2

1

2

001 45 －

 事業費（財源内訳）の推移

名称

名称

名称

名称

名称

 指標の推移

千円

区　　　分

そ の 他

単位

事務事業ｺｰﾄﾞ

事務事業名

53212001

平成２５年度作成

文化財保護経費

区分

実績値

社会教育グループ

《Plan・Do》

《Plan・Do》

H24年度

決算
単位 H25年度

当初予算

H27年度

見込

千円

（事業内容及び平成24年度の実績を具体的に記入してください）

道 支 出 金 千円

地 方 債

区　　分 名　　　称
章 豊かな個性と人間性を育むまち

主要な施策

事業終了年度 年度 会計種別平成年度昭和

②埋蔵文化財の保管、展示施設の整備と学習会の開催

一般会計

根　  拠
法 令 等

（事業を実施する際、根拠となる法令・条例・規則・要綱等の名称を全て記入してください）

文化財保護法
登別市文化財保護条例・登別市文化財保護条例施行規則

事務事業番号 事業開始年度

市民に対する指定文化財等の周知、文化財の保護活動、活用等を実施する。
◎市指定文化財登録解除（札内神楽獅子舞、保存会解散のため）：１件
　埋蔵文化財事前協議（進達・試掘調査・工事立会調査・発掘調査）：２件
　縄文出前講座等の普及事業（市内の小学校及び各種団体等）：１２件
　市民を対象としたアイヌ文化講座：１件
　市民を対象とした古文書教室：１件
　遺跡の変更・登載手続き
　刀剣類・史跡名勝天然記念物等の事務手続き
　など

 事務事業の概要

節 市民の個性ある文化活動と文化を育む

施策

小分類 歴史の伝承と活用

文化の保存・継承

部　　名 教育部 グループ名

今 後 の
方 向 性

（次年度以降の事業展開における改善など今後の方向性を具体的に記入してください）

登別市を形成している多様な文化を理解するため、埋蔵文化財、古文書など、市が保有する文化財の
保護・活用を図っていく。

（事務事業の実施目的を具体的に記入してください）

郷土を形作る文化財の保護と活用を図ることにより、ふるさと登別に対する理解を深め、大切にする
心を養うことを目的とする。

目　　的

事業内容
及び実績

H23年度

決算

338

323

H26年度

見込

323

26年度
目　標

8

27年度
目　標

区　　分

成果
指標

① 件

事業費 合計

登別市指定文化財数（年度ベース）

千円

国庫支出金

一 般 財 源 338

②

7 6

24年度
実　績

7

目標値

《Check》

実績値

25年度
目　標

323

180 323

目標値 7

323

千円

180

23年度
実　績

7 6

323



 比較

 担当グループによる事務事業評価の内容（複数回答可）

 ①担当グループによる評価

 ②行政評価会議による評価

 ③総合的な評価（当該事務事業の方向性）

① 成果指標の向上が見られる

判断理由
及びその
他所見

①アイヌ文化に対する理解の不足

②片倉家関係や村治類典などの古文書など
の整理・活用が進んでいない

①市民向けのアイヌ文化講座を継続して行うこ
とにより、歴史・文化・社会的な意味において
アイヌ文化を理解する市民が増加する。
②-1引き続き古文書教室を開催し、古文書を解
読できる市民を育成することにより、解読が進
み、姉妹都市白石市との関係や登別市のあゆみ
についてより具体的に把握することができる。
②-2平成25年度から歴史資料である行政文書｢村
治類典｣が教育部に移管されるため、市民へ公開
できるよう規定の整備や内容の精査を行う。

 ２．事務事業の必要性について

法律（文化財保護法）で義務付けられて
おり、文化財は国民共有の財産であるこ
とから、今後も市が事業主体として保護
と活用を図っていくことが妥当である。

④ 国、道、民間等の事業と重複・類似している

《Check》

維　持 備考

《Action》

判断理由
及びその
他所見

《Check》

○

目的を達成するた
めの成果はあがっ
ていますか？

左記の評価を
選択した具体
的な理由（根
拠）

 ４．事務事業の成果について

① 低予算、少労力で高い効果をあげている

 １．事務事業の妥当性について

維　持 備考

《Check》

平成２４年度実施以前又は実施中に見られた課題、問題点等 左記の解決に向け行った取組や対策、工夫等

《Check》

市が事業主体とし
て実施していくべ
き妥当性の高い事
業ですか？

○ ① 市が主体に行うべき事業である

判断理由
及びその
他所見

② 民間(事業者、市民団体等)でも実施可能である

③ 国、道、他団体等との連携や広域化が可能である

市民ニーズの状況
等から勘案して、
必要性の高い事業
ですか？

① 市民、団体等から具体的な要望がある

判断理由
及びその
他所見

歴史や文化はまちを形成する要素の一つ
であり、これらを保護・活用していくこ
とは、将来的なまちの価値を高めていく
ためにも必要性が高い事業といえる。

② 市民アンケートの結果から必要性が高い

○ ③ 社会情勢、地域事情等から必要性が高い

○ ④ 市民の大部分が関連することから必要性が高い

講座は、市の学芸員や派遣事業を活用し
て実施することにより低予算化を図って
いる。
学芸員による長期的な文化財の保護・活
用が図られることにより効率性が高ま
る。

○ ② 市で実施するほうが民間委託より効率性が高い

③ 多額の経費や労力を要するがやむを得ない

 ３．事務事業の効率性について

④ 将来的に効率性を向上できる

事業内容とコスト
(事業費)のバラン
スがよい効率性の
高い事業ですか？

〔評価区分〕
　◆拡大（事務事業の目的を達成するために事業の規模や経費の大幅な変更が必要な事業）
　◆維持（事業内容の根幹にかかわる部分については変更せず、不断の点検・検証による効率的な経費の活用や軽微な見直しを行い、
　　　　　継続的に実施する事業又は、事業計画等で予め年次的に実施する事業内容等を定めており、実施年度によって経費や実施
　　　　　個所等に変更が生じる事業）
　◆改善（当該事業の目的を達成するために、現状の手段や経費、事業の方向性等、事業の根幹に関わる部分について見直す事業）
　◆休止（暫定的に休止する事業）
　◆廃止（事業の開始当初から目指していた成果が得られたなど、目的が達成された事業）
　◆終了（事業の開始当初から予定していた事業期間が終了した事業）

講座参加者などから、登別市の文化財に
対する価値や関心についての声を聞いて
いる。○ ② 市民、団体等の声から成果を感じられる

③ 目に見える形で成果があがっている

④ 成果の把握は困難である

地域に根ざす心豊かな生活を送るために、ふるさと登別に関連する文化財の
保護・活用は、地方公共団体の責務であるため、今後も維持していく必要が
ある。維　持


